
 

 

吉田奨学給付金奨学生募集のご案内（卒業施設・里親向け） 

 

 社会福祉法人岡山市社会福祉協議会では、新たに吉田基金を原資とした給付型の奨学金制度を創設しました。 

制度は、施設等を出て、大学等へ通う方へ、卒業まで月額２０，０００円以内の奨学資金を給付するとともに、

本人のボランティア活動を促し、地域に貢献できる有為な人材を育成することを目的としています。このたびの

募集対象は平成３０年３月まで措置されている方で、進学を希望する方を募集します。 

 

１ 対象者 

   平成３０年３月末で児童養護施設・児童自立支援施設・里親又はファミリーホーム・自立援助ホーム（以下

「施設等」という。）で暮らしている方で、施設等を出て学校教育法に基づく大学・短大・高等専門学校・専

修学校（以下「大学等」という。）に進学する生徒・学生で次の条件を満たす方が対象となります。 

 （1） 岡山市内の施設等又は岡山市の措置による岡山市外の施設等を進学により退所又は委託解除となる方 

 （2） 親族等の援助が得られないことにより就学困難である方 

 （3） 対象年齢は 18歳以上、おおむね 22歳までの方。ただし、18歳を超えて措置延長した方については、

措置が解除された時点で対象とします。 

 （4） 学業及び性行が良く、かつ心身健全である方 

 （5） 原則として、岡山市内及び近隣から通える範囲にある大学等へ進学される方 

 （6） 本会のボランティアとして登録し、ボランティア活動をおおむね月 1回行うことができる方 

２ 給付金額及び募集人員 

 （1） 大学等に進学し、卒業までの間、月額２０，０００円以内の奨学資金を給付します。 

    支給期間は正規の在学期間内とします。 

 （2） 募集人員：若干名 

３  申請方法 

 （1） 給付金の支給を申請しようとする方は、別紙「吉田奨学給付金申請書」を施設等に提出するものとしま

す。これを受理した施設等は「吉田奨学給付金奨学生推薦書」を申請書に添付の上、平成３０年１月３１

日（水）までに事務局に提出ください。 

 （2） 給付決定後、下記書類を平成３０年３月２３日（金）までに事務局にお送りください。 

   ○ 大学等の合格証明書の写し（措置延長者の場合は、在学証明書又は学生証の写し） 

  （注）提出期限に関わらず、用意でき次第早めにお送りください。 

４ 給付の決定等 

 （1） 届いた書類をもとに、事務局で審査を行い、２月下旬に開催予定の事業推進委員会において給付の可否

の審査を行います。 

 （2） 給付が決定した方には、本会のボランティアとして登録していただき、卒業施設を含めボランティア受

け入れ施設等で月 1回以上ボランティア活動をしていただきます。 

５ 注意事項 

 （1） 大学等の合否決定後、合格通知の写しを提出していただきますが、学校教育法に定める学校以外へ進学

される場合は申込自体を無効とします。 

（2） 虚偽の申請等、不正使用等が確認された場合は、給付金の一部または全額を返還していいただくことが

あります。 

 （3） 申請事項に等について、推薦施設長等に照会を行う場合があります。 



 

 

 （4） 原則、他の給付型奨学金制度との併給はできません（貸与型は可）。申請時点で、他制度の利用が決定

している場合、本給付金をご利用できないことがあります。 

６ スケジュール 

                    ・申請書（本人用）を記入にうえ、施設担当者、里親まで提出し、

施設担当者、里親に推薦書を作成していただき、申請書に添付

の上、申請期限までに提出してください。             

 

                     ・提出いただいた書類をもとに、事務局及び事業推進委員会で審

査し、支給決定となった場合は仮決定通知を送付いたします。 

                    

                     ・受験大学等の合格証明書等の写しを事務局までお送りください

（期限に変わらず、結果が届き次第至急に提出ください。） 

                       

                     

  

・大学等へ合格を確認後、最終決定通知を送付いたします。 

 

 

                     ・月１回の奨学資金の支給を行います。また、本会のボランティ

ア登録をしていただき、おおむね月１回のボランティア活動を

していただきます。 

 

 

 

７ 個人情報の取扱いについて 

    申請書に記載された個人情報は、本事業の実施・運営管理の目的にのみ使用いたします。 

  

８ 事務局（申請・問い合わせ先） 

   社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 

  〒７００－８５４６ 

  岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 （岡山市保健福祉会館７階） 

  電話 （０８６）２２５－４０５１ FAX （０８６）２２２－８６２１ 

  URL http：//okayamashi-shakyo.or.jp/ 

    E-Mail  info@okayamashi-shakyo.or.jp 

 

（１）申請書類の記入・提出 

（平成３０年１月３１日（水）まで） 

（３）受験結果など、各種証明書の提出 

（平成３０年３月２３日（金）まで） 

            

（２）書類の審査、仮決定 

（平成３０年２月下旬） 

（４）支給の最終決定 

（平成３０年３月下旬） 

（５）奨学資金の給付 

   ボランティア登録 

   ボランティア活動 

  （平成３０年４月以降）  
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